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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月4日(2014.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）第１の面を有し、必要としている被検体の天然の管腔臓器または組織構造の少なく
とも一部に一致するように成形される、マトリクスと、ｂ）前記マトリクスの前記第１の
面の上または中に沈着される、腹膜由来の細胞集団と、を備え、前記マトリクスおよび前
記細胞集団が移植可能な構築体を形成する、該移植可能な構築体。
【請求項２】
　ａ）第１の面を有し、必要としている被検体の天然の脈管からの流体の通過を可能にす
るように成形される、管状マトリクスと、ｂ）前記マトリクスの前記第１の面の上または
中に沈着される、腹膜由来の細胞集団と、を備え、前記マトリクスおよび前記細胞集団が
移植可能な構築体を形成する、該移植可能な構築体。
【請求項３】
　前記細胞集団は、平滑筋細胞（ＳＭＣ）集団である、請求項１または２に記載の移植可
能な構築体。
【請求項４】
　前記管状マトリクスは、第１の端部を備える、請求項２に記載の移植可能な構築体。
【請求項５】
　前記第１の端部は、前記被検体の腹壁に接触するように構成される、請求項４に記載の
移植可能な構築体。
【請求項６】
　前記第１の端部は、前記被検体の腹壁の開口部への吻合のために構成される、請求項５
に記載の移植可能な構築体。
【請求項７】
　前記第１の端部は、前記被検体の皮膚に露出するように構成される、請求項５または６
に記載の移植可能な構築体。
【請求項８】
　前記管状マトリクスは、前記天然の脈管への接続のための、第１の側部開口部をさらに
備える、請求項４～６のいずれか１項に記載の移植可能な構築体。
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【請求項９】
　前記天然の脈管は、第１の尿管である、請求項８に記載の移植可能な構築体。
【請求項１０】
　前記管状マトリクスは、第２の端部をさらに備える、請求項４～９のいずれか１項に記
載の移植可能な構築体。
【請求項１１】
　前記管状マトリクスは、第２の尿管への接続のための、第２の側部開口部をさらに備え
る、請求項４～１０のいずれか１項に記載の移植可能な構築体。
【請求項１２】
　移植したときに、前記第１の尿管から前記管状マトリクスの内部への尿の通過を可能に
する、請求項９に記載の移植可能な構築体。
【請求項１３】
　移植したときに、前記第２の尿管から前記管状マトリクスの内部への尿の通過を可能に
する、請求項１１に記載の移植可能な構築体。
【請求項１４】
　移植したときに、前記被検体からの尿の通過を可能にする、請求項１２に記載の移植可
能な構築体。
【請求項１５】
　移植したときに、前記被検体からの尿の通過を可能にする、請求項１３に記載の移植可
能な構築体。
【請求項１６】
　前記管状マトリクスの前記第１の端部は、移植したときに、前記被検体の外部にストー
マを形成する、請求項７に記載の移植可能な構築体。
【請求項１７】
　前記第１の端部は、前記被検体の腹壁を通って延在する、ストーマ端部を備える、請求
項１６に記載の移植可能な構築体。
【請求項１８】
　前記ストーマ端部は、前記被検体の皮膚に接続される、請求項１７に記載の移植可能な
構築体。
【請求項１９】
　移植したときに、前記ストーマ端部で上皮化した粘膜を形成する、請求項１７または１
８に記載の移植可能な構築体。
【請求項２０】
　前記上皮化した粘膜は、前記ストーマ端部に皮膚粘膜領域を備える、請求項１９に記載
の移植可能な構築体。
【請求項２１】
　前記上皮化した粘膜は、前記皮膚粘膜領域に隣接する前庭領域を備える、請求項２０に
記載の移植可能な構築体。
【請求項２２】
　前記上皮化した粘膜は、最初に前記前庭領域に現れて、前記ストーマ端部に向かって前
記皮膚粘膜領域を通して徐々に増加する上皮を特徴とする、請求項２１に記載の移植可能
な構築体。
【請求項２３】
　前記上皮は、上皮細胞マーカーの発現を特徴とする、請求項２２に記載の移植可能な構
築体。
【請求項２４】
　前記上皮化した粘膜は、自然発生の皮膚粘膜領域と同等である、請求項１９に記載の移
植可能な構築体。
【請求項２５】
　前記構築体は、尿路上皮細胞を含まないか、またはいかなる他の細胞集団も含まない、
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請求項１～２４のいずれか１項に記載の移植可能な構築体。
【請求項２６】
　第２の端部が第２の閉塞端部である、請求項１０に記載の移植可能な構築体。
【請求項２７】
　第２の端部が第２の開口端部である、請求項１０に記載の移植可能な構築体。
【請求項２８】
　前記第２の開口端部が第２の尿管への接続のためのものである、請求項２７に記載の移
植可能な構築体。
【請求項２９】
　移植したときに、前記第２の尿管から前記管状マトリクスの内部への尿の通過を可能に
する、請求項２８に記載の移植可能な構築体。
【請求項３０】
　第１の端部が第１の開口端部である、請求項４～２４及び２６～２９のいずれか１項に
記載の移植可能な構築体。
【請求項３１】
　腹膜由来の細胞集団が、網由来の細胞集団である、請求項１～３０のいずれか１項に記
載の移植可能な構築体。
【請求項３２】
　尿路変向体である、請求項２～３１のいずれか１項に記載の移植可能な構築体。
【請求項３３】
　層状に組織化された管腔臓器または組織構造の形成治療を必要としている被検体の該治
療の部位における、層状に組織化された管腔臓器または組織構造の再構築、増大、または
置換のための、請求項１～３２のいずれか１項に記載の移植可能な構築体の使用。
【請求項３４】
　層状に組織化された管腔臓器または組織構造の再構築、増大、または置換を必要として
いる被検体におけるそのような治療のための、移植可能な構築体を調製する方法であって
、
　　ａ）第１の面を有し、前記被検体の天然の管腔臓器または組織構造の少なくとも一部
に一致するように成形される、マトリクスを提供することと、
　　ｂ）前記移植可能な構築体を形成するために、前記マトリクスの前記第１の面の上ま
たは中に腹膜由来の細胞集団を沈着させることと、
を含む、前記方法。
【請求項３５】
　形成される前記移植可能な構築体は、請求項１～３１のいずれか１項に記載の構築体で
ある、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　治療を必要としている被検体における障害のある膀胱のための、請求項２～３２のいず
れか１項に記載の移植可能な構築体の使用。
【請求項３７】
　治療を必要としている被検体における障害のある膀胱のための移植可能な構築体を調製
する方法であって、
　　ａ）第１の面を有し、前記被検体の天然の脈管からの流体の通過を可能にするように
形成される、マトリクスを提供することと、
　　ｂ）前記移植可能な構築体を形成するために、前記マトリクスの前記第１の面の上ま
たは中に腹膜由来の細胞集団を沈着させることと、
を含む、前記方法。
【請求項３８】
　形成される前記移植可能な構築体は、請求項２～３２のいずれか１項に記載の構築体で
ある、請求項３７に記載の方法。


	header
	written-amendment

